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 船舶事故調査報告書 

 

令和４年３月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和３年２月１０日 ００時００分ごろ～００時３０分ごろ） 

発生場所 不明（長崎県対馬市伊奈埼西方沖） 

事故の概要 漁船金
こん

比
ぴ

羅
ら

丸は、あなご
．．．

かごの引き揚げ作業中、甲板員が落水して

溺死した。 

事故調査の経過  令和３年２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 金比羅丸、１９トン 

 ＮＳ２－１０４４５（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.４２ｍ（Lr）×４.３８ｍ×１.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６７０.０５kＷ、平成３年１月１０日 

 第２９０－６３９１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年３月７日 

  免許証交付日 令和３年２月２日 

         （令和８年６月２０日まで有効） 

甲板員Ａ ６６歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１３℃ 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが乗り組み、あなご
．．．

かご漁の

目的で、対馬市豊玉町小綱漁港を出港し、同港西方沖の漁場に向か

い、令和３年２月９日２２時００分ごろ‘あなご
．．．

かごの引き揚げ作

業’（以下「本件作業」という。）を開始した。 

船長及び甲板員Ｂは、船首から引き揚げたあなご
．．．

かごの蓋を開けて

あなご
．．．

と餌の選別作業を船首部甲板で行い、甲板員Ａは、空になった

筒状のあなご
．．．

かごを左舷側船尾甲板から船首方に立てて並べる作業を

行っていた。 

船長は、１０日００時００分ごろ、引き揚げたあなご
．．．

かごを左舷側
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甲板に並べ終えた甲板員Ａが、次に右舷側船尾甲板からあなご
．．．

かごを

並べる目的で左舷側に立てて並べた不安定なあなご
．．．

かごの上を歩いて

右舷側船尾甲板に向かうのを見た。 

船長は、船首部甲板で本件作業を行っていたところ、００時３０分

ごろ船尾方でポトン、ポトンと音がするのに気付いて不審に思い、甲

板員Ｂに船尾部を確認してくるよう指示した。 

甲板員Ｂは、甲板員Ａがいない旨を船長に報告し、船長と共に船内

を探したが発見できず、船長が、近くで操業している僚船に連絡した

後、海上保安部に通報した。 

甲板員Ａは、固定翼機、巡視船及び僚船約６０隻による捜索が行わ

れ、１２時３０分ごろ捜索中の漁船により、対馬市上県灯台から真方

位２３７°１０.６海里（Ｍ）付近において、うつ伏せ状態で浮いて

いるところを発見、収容され、対馬市内の病院に搬送された後、医師

により死亡が確認され、死因が溺水、死亡推定時刻が００時３０分ご

ろと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 

 

甲板員Ａは、本件作業中、約１,３００個の筒状のあなご
．．．

かごを左

舷側船尾甲板から船首方に向かって立てて並べ、左舷側が終わると右

舷側船尾甲板から船首方に向かって立てて並べる作業を行っていた。 

甲板員Ａが落水するところを見た者はいなかった。 

甲板員Ａは、発見された際、オーバーオール型の防水ズボンを着用

していたが、本事故時、救命胴衣を着用していなかった。 

本船乗組員は、作業の邪魔になるので、ふだんから救命胴衣は着用

していなかった。 

 甲板員Ａは、約３～４年の経験があった。 

船長によれば、本事故当日、甲板員Ａの体調が悪いようには見えな

かった。 

本事故当時、波による船体の動揺はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 甲板員Ａの死因は、溺水であった。 

 甲板員Ａは、対馬市伊奈埼西方沖で本件作業中、００時００分ごろ

右舷側船尾甲板に向かうところを船長により目撃され、００時３０分

ごろ船長が船尾方でポトン、ポトンと音がするのに気付き、船内にい

ないことが確認され、また、医師により死亡推定時刻が００時３０分

ごろと検案されたことから、この間において、落水して溺死したもの

と考えられる。 

 甲板員Ａは、右舷側船尾甲板に向かう際、甲板上ではなく、立てて
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並べた不安定なあなご
．．．

かごの上を歩いたことから、落水したものと考

えられる。 

 甲板員Ａが、救命胴衣を着用していなかったことは、甲板員Ａが溺

水するに至ったことに関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が対馬市西方沖で本件作業中、甲板員Ａが、

甲板上ではなく、不安定なあなご
．．．

かごの上を歩いたため、落水して溺

水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・あなご
．．．

かご漁を行う乗組員は、甲板を移動する際、かごの上を歩

くことなく、安全な甲板上を移動すること。また、どうしてもか

ごの上を歩かなければいけない場合は、細心の注意を払って移動

すること。 

・船長は、暴露甲板上では救命胴衣を着用するよう指導すること。 

・乗組員は、暴露甲板上で作業を行う際、救命胴衣を着用するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


